
 
野田商工会議所 TEL：04（7122）3585  FAX：04（7122）7185 

【お申込み方法】※当書面送付前に、必ずお電話で貸会議室の空き状況確認をお願いします。 
 

野田商工会議所 会議室等使用申込書 兼 使用料請求書 
 

                                                  (チェック項目欄は､該当項目に☑してください)  

申込年月日 西暦     年   月   日 (  曜日) 

申込者(請求先)  
□ 会  員 

□ 非会員 

所在地又は住所 〒     － 

責任者名・連絡先 
            TEL     (    ) 

            FAX     (    ) 

使用年月日 西暦     年   月   日 (  曜日) ～  日 (  曜日) 

使用時間･人数 時  分から      時  分まで 人数    人 

使用目的･会議名等  

チラシ･広告等の折込･配布を行う 

場合は☑してください。 
□ 

営利(物販･展示会･有料講習会等)で使用 

する場合は☑してください。 
□ 

使  用  会  議  室  等  ［定員］ 

□ ①大会議室(会議室(2)+(3)+(4))［100］ □ ⑥研修室                     ［ 12］ 

□ ②大会議室分割(会議室(2)+(3))［ 40］ □ ⑦青年部・婦人会研修室(全室) ［ 30］ 

□ ③会議室(2)                  ［ 20］ □ ⑧青年部研修室(分割)         ［ 16］ 

□ ④会議室(3)                  ［ 20］ □ ⑨婦人会研修室(分割)         ［ 12］ 

□ ⑤会議室(4)                  ［ 32］ □ ⑩別館講堂          ［ 70］ 

使用備品 

□ ①湯･茶ｾｯﾄ(茶葉は含みません) 連絡事項 

□ ②プロジェクター・テレビモニター 各１台 

□ ③ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ関連機器【Wi-Fi等】 

□ ④Web会議関連機器【Webｶﾒﾗ等】 

□ ⑤ﾏｲｸ･ｱﾝﾌﾟｾｯﾄ(大会議室利用のみ) 
 

「商工会館会議室等ご利用にあたっての 

注意事項」を確認し、了承しました。 
署名 

会議所記入欄 

下記の通りご請求いたします 

請求日：     年   月   日    野 田 商 工 会 議 所 

         野田市中野台 168－1 

 ご請求金額                 
※上記ご請求額には振込手数料は含まれておりませんので、別途ご負担ください。  担当             

振込先                                    受領日            

口   座： 千葉銀行  野田支店  普通預金  NO.３２８４３７２ 

名   義： 野田商工会議所 専務理事 山本 和也 
 

ご請求内訳 
会場使用料 円  

備品使用料 円  
 

※太線内をご記入ください 



 

～商工会館会議室等ご利用にあたっての注意事項～ 

多くの方によりよい環境でご利用いただくために、会議室等利用の際、次の各事項について

遵守くださいますようご協力をお願いいたします。  

※下記各項目について遵守いただけない場合は、会議室等の使用を承認せず、又は使用承認

を取り消し、もしくは使用を中止していただきます。 

◇使用希望の方は、所定の申込書によりお申し込みください。 

◇ご利用いただける時間帯は、午前 9:00～午後 9:00 です。（準備から片付けまでを含む） 

年末年始は休館です。 

◇使用料は、別に定める貸会議室使用料金表をご覧ください。 

◇お申込みの取り消しは、使用日の７日前までにお願いします。これ以降は、キャンセル料

（使用料 100%）がかかりますので十分ご注意ください。 

◇公共の秩序又は風紀を害するような行為はしないでください。  

◇申込書記載以外の目的に使用しないでください。  

◇会議室内に限らず、騒いだり他に迷惑を及ぼす行為はしないでください。  

◇政治目的や宗教活動による利用は出来ません。  

◇会議室等の使用を終了したときは、使用前の原状に回復してください。  

◇危険物及び災害発生の恐れのあるものを持ち込まないでください。  

◇構築物・備品等を汚損、毀損、又は滅失しないよう注意してください。万が一損害を生じ

させた場合は、管理者の指示に従い、直ちに損害を賠償していただきます。  

◇原則として室内での飲食は禁止(弁当は可：但しゴミは持ち帰る。アルコール NG)します。  

◇所定の場所(光庭)以外では、禁煙とします。  

◇会議等の前後･休憩時間に喫煙所（光庭）を使用した際、消火を確認し、次に使用する人

のために、灰皿の吸い殻等を給湯室に捨ててきれいにしておいてください。  

◇空室であっても使用許可以外の会議室等は使用しないでください。  

◇管理者が会館管理運営上必要と認めたときは、使用中であっても会議所職員が入室する場

合がありますのでご協力ください。  

◇環境問題に配慮し､空調(エアコン)を利用の場合、適正温度を心がけてください。 

◇使用する会議室等はもちろん、ロビー・ラウンジ・トイレ・給湯室などを使用した場合、

使用後は消灯するよう節電にご協力ください。  

◇使用者又は使用する会議室等への来場者において出されたゴミは、必ずお持ち帰りください。 

◇新聞折込みチラシなど広く広報媒体を利用し広報する場合は､当所宛に問合せが無いよう

連絡先など使用者側で十分周知してください｡  

◇欅のホール駐車場は行政施設と共用のため駐車できない場合もあります。予めご了承下さい。 

◇天変地異その他の不可抗力等（新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う国・県からの要請

を含む）により当施設の貸出しが出来なくなる場合がございます。この場合、使用料はご

返金いたしますが、使用中止に伴う損害については、一切補償いたしません。 


